
女性のチカラを活かす

企業認証制度
ワーク・ライフ・バランスや

ポジティブ・アクションに取り組む企業を

宮城県が応援します。
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ワーク・ライフ・バランスや

ポジティブ・アクションに取り組む企業を

宮城県が応援します。

　「男だから」「女だから」といった固定的な役割分担意識や過去の経緯から，
働く人の間に性別による格差が生じている場合があります。
　このような差を解消しようと，個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組
を「ポジティブ・アクション」といいます。

「働き
やすい

職場づくり」に取り組みませんか？

宮城県

ポジティブ・アクションとは･･･

「ポジティブ・アクション」や「ワーク・ライフ・バランス」を進めるための支援制度「ポジティブ・アクション」や「ワーク・ライフ・バランス」を進めるための支援制度



ポジティブ・アクション・シートの該当項目が基準に満たな
い場合は，宣言企業として県が認証申請へ向け，支援します。

点検項目は，「女性の登用・配置状況」分野10項目，「仕事と家庭
の両立支援」分野10項目の計20項目です。二分野合わせて10項
目以上に該当すれば申請できます。

「ポジティブ・アクション・
シート」を使って自己点検

「女性のチカラを活かす企業」認証制度

　本制度は，①女性の登用・配置状況②仕事と家庭の両立支援について，「ポジティブ・アクション・
シート」を使って自己点検していただき，一定基準を満たした場合に知事が認証する制度です。

対　象

「ポジ

認　証
までの
手続き

以下の４点を満たす，すべての企業・法人・団体（国及び地方公共団体を除く）が対象です。
① 宮城県内に本社，本店，又は事業の拠点がある
② 宮城県内で事業活動を行っている
③ 常時雇用労働者を有している
④ 「女性のチカラを活かす企業」取組宣言を行っている（※１）

「取組宣言書」の提出

5 月 15日
申請

6月
審査期間

７月１日付け
認証書交付

県のホームページで認証企業一覧を公表します。

（※１）取組宣言書は，認証申請と同時に提出可能です。
　　　 なお，以下の（１）（２）に該当する場合は，取組宣言書の提出は不要です。
　　　 （１）過去３年以内に認証を受けている場合　（２）国や他の都道府県等で同等の企業認証を受けている場合

認証企業の公表

例えば･･･

認証書等は，宮城県内の事業所に送付します。
認証の有効期間は２年です。
※更新する場合は，再度申請書類一式を提出いただきます。

認証書・確認書の交付
（申請した月の翌々月の１日付け）

取組宣言書を提出し，ポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に取り組むことを宣言します。

申請書類一式を提出します。
・ポジティブ・アクション・シート（申請書）※押印が必要です。
・添付書類チェックシート
・挙証資料
※確認書の交付を希望する場合は，申請書１枚目にチェックを入
　れてください。

認証申請・確認書交付希望
（毎月末締め切り）

担当課で申請書類を確認します。
必要に応じて，電話やメール等での確認，追加資料の提出をお願いします。審　査（申請月の翌月）

★各種様式のダウンロードはこちらから
　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/ikiiki-h24poji-2.html

◯ 提　出　方　法：持参，郵送（末日消印有効）
◯ 提出先・担当課：宮城県環境生活部共同参画社会推進課　宮城県庁13階南側

申請書類の提出方法・提出先・担当課

〒980-8570 仙台市青葉区本町 3丁目 8番 1号
 電話：022-211-2568　FAX：022-211-2392　E-mail：danjyo@pref.miyagi.lg.jp

共団体を除く）が対象です

シ ンやワ ク ライフ バラ

認 証 制 度
紹介ページ

※確認書については，右のページを
　ご覧ください。

2018443al
取り消し線



認証取得のポイント
○ 「男だから」「女だから」といった，固定的・一面的な男女の役
 　割分担意識を見直してみましょう。
○ 女性の積極的な登用や，採用枠の増加を検討してみましょう。
○ 働く方のワーク・ライフ・バランスを応援しましょう。

認証の
メリット

ゴールド
認証企業
について

　認証された企業には“認証書”が交付され，“認証マーク”
を使用することができます。
　これらを積極的に広報・活用いただくことで，「誰もが働
きやすい」「ワーク・ライフ・バランスに積極的」であるこ
とを求職者にＰＲできます。
　企業名は，県のホームページでも公表します。

（3 種類 / 用途に応じて使用可）

認証マーク

企業のイメージアップにつながります！

　認証企業を対象として優先調達制度を行っており，業者選定時の優先や，出納局
契約課が調達する一部の物品・印刷物における強化月間を設けています。

優先調達制度の対象となります！

　宮城県に入札参加登録されている事業者（建設工事，建設関連業務）は，登録審査の際に評点（10点）
が付与される「確認書」を申請できます。

確認書の交付をうけると，入札参加登録審査でポイントが加算されます！

　宮城県中小企業融資制度を利用する際に，所定金利からマイナス 0.1％，又は所定の
信用保証料率からマイナス 0.2%の優遇措置があります。（一部資金を除く）
　※詳しくは，宮城県経済商工観光部商工金融課ホームページをご覧ください。
　　URL　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/syokinhan-index-2.html

宮城県中小企業融資制度で，金利等の優遇を受けられます！

　※詳しくは，商工中金仙台支店までお問い合わせください。
　　URL　https://www.shokochukin.co.jp/corporation/service/raise/target/organization.html

商工中金が展開する「女性の社会進出・少子化対策支援」の対象となります！

　認証企業の中で，特に積極的な取組を行っている企業を「いきいき男女・
にこにこ子育て応援企業」とし，宮城県知事表彰を行います。
　表彰企業には，
　● 褒状と記念品が授与されます。
　● 宮城県に入札参加登録されている事業者（建設工事，建設関連業務）は，
　　 登録審査の際に評点（10点 /５年間有効）が付与されます。

特に取組が優れている企業を表彰します！

　「ゴールド認証企業」として，宮城県のホームページ内専用ページやゴールド認証企業取組紹介パンフレッ
トを作成し，企業名や取組を紹介します。

ゴールド認証企業は，さらに積極的にＰＲを行います！

　宮城県が実施するワーク・ライフ・バランスや男女共同参画推進に関するセミナー，研修会，制度など
の各種資料，情報を提供します。

その他

ゴールド認証
紹介ページ

優 先 調 達
紹介ページ

中 小 企 業
融 資 制 度
紹介ページ

商工中金HP

ポジティブ・アクション・シート20項目のうち17項目以上に該当する
場合は，「ゴールド認証企業」として認証します。



古紙配合率 70%再生紙を
使用しています。

「ポジティブ・アクション」や「ワーク・ライフ・バランス」を進めるための支援制度「ポジティブ・アクション」や「ワーク・ライフ・バランス」を進めるための支援制度「ポジティブ・アクション」や「ワーク・ライフ・バランス」を進めるための支援制度「ポジティブ・アクション」や「ワーク・ライフ・バランス」を進めるための支援制度

■ 宮城県女性・中高年人材育成助成事業
　子育てや介護などにより６か月以上離職している女性または40～59歳までの中高年齢者を雇い入れ，復職に必要な知
識・技術の習得や業務に必要な資格の取得，経験の蓄積など人材育成を行った事業者に対し，人材育成経費の一部を県が補
助します。
　※宮城県内に事業所を有する中小企業等で，就業場所が県内沿岸部にある事業者が対象となります。
〈活用例〉 ● 大型自動運転免許等の取得
　　　　　 ● 車両系運転者の免許等を保有している方に対する，実務経験蓄積のための研修
　　　　　 ● 看護師や介護士として職場復帰するための研修（直前の事業所からの復帰を除く）　

宮城県　経済商工観光部　雇用対策課　℡ 022-211-2771お問合せ先

■ 両立支援等助成金
　職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む中小企業事業主のみなさまを応援します。
● 出生時両立支援コース：男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み，男性労働者に
育児休業等を取得させた場合に助成。

● 介護離職防止支援コース：「介護支援プラン」を策定し，円滑な介護休業の取得・復帰または介護のための柔軟な勤務制
度を導入し，利用者が生じた場合に支給。

● 育児休業等支援コース：
①  育休取得時  ②  職場復帰時：「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し，プランに沿って対象労働者の円滑な育児休
業の取得・復帰に取り組んだ場合に助成。
③  代替要員確保時：育児休業取得者が，育児休業終了後，原職に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し，休業取得
者の代替要員を確保し，かつ，休業取得者を原職等に復帰させた場合に助成。
④  職場復帰後支援：法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し，労働者が職場復帰後，6ヶ月
以内に一定以上利用させた場合に助成。

● 再雇用者評価処遇コース（カムバック支援助成金）：妊娠，出産，育児，介護または配偶者の転勤等を理由として退職し
た労働者が，就業が可能になったときに復職でき，従来の勤務経験が適切に評価・処遇される再雇用制度を導入し，希
望する者を採用した場合に支給。

● 女性活躍加速化コース：女性活躍推進法に基づき，自社の女性の活躍に関する「数値目標」及びその達成に向けた「取
組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し，目標を達成した中小企業事業主に支給。

● 事業所内保育施設コース：労働者のための保育施設の設置，運営等を行う事業主，事業団体にその費用の一部を助成（※
新規受付停止中）。

宮城労働局 雇用環境・均等室　℡ 022-299-8844お問合せ先

■ えるぼし認定マーク（女性の活躍推進企業の認定）
　女性活躍推進法に基づき，行動計画の策定・策定した旨の届出を行っ
た企業のうち，一定の基準を満たし，女性の活躍推進に関する取組の実
施状況などが優良な企業は，都道府県労働局への申請により，厚生労働
大臣の認定を受けることができます。 
　認定を受けた企業は，認定マークを商品や広告，名刺，求人票などに
利用して女性活躍推進企業であることをアピールすることができるほか，
公共調達における加点評価の対象となります。

　次世代育成支援対策推進法に基づき，一般事業主行動計画を策定した企業が，行動計画に定
めた目標を達成するなど一定基準を満たした場合，申請を行うことによって「子育てサポート
企業」として厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けた企業の証が「く
るみんマーク」です。（より高い水準の取組を行っている場合は「プラチナくるみんマーク」）
　認定を受けた企業は「くるみんマーク」等により求人広告・商品等でＰＲすることができる
ほか，公共調達における加点評価の対象となります。

■ くるみんマーク（子育てサポート企業の認定）

■ みやぎイクボス同盟
　共に働く部下・職場スタッフのワーク・ライフ・バランスを考え，その人のキャリ
アと人生を応援しながら，組織の業績も結果を出しつつ，自らも仕事と私生活を楽し
むことができる上司を“イクボス”と言います。
　平成29年２月に設立された県内の企業・団体のネットワーク『みやぎイクボス同盟』
には県も加盟し，男性も女性も誰もが働きやすい職場環境実現に向けて，イクボスの
普及に取り組んでいます。

〒980-8570  仙台市青葉区本町 3丁目 8番 1号　宮城県庁 13階南側
TEL：022-211-2568　FAX：022-211-2392　E-mail：danjyo@pref.miyagi.lg.jp
URL：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/ikiiki-h24poji-2.html（関係書類のダウンロードはこちら）

お問合せ
申 請 先

詳しくはこちらを
ご覧ください。
（雇用対策課HP）

各種制度について
詳しくはこちらを
ご覧ください。
（宮城労働局HP）

「子育てサポート企業」
としての認定マーク

詳しくはこちらを
ご覧ください。

（共同参画社会推進課HP）

2017806wy
長方形

2017806wy
テキストボックス
※宮城県女性・中高年人材育成助成事業は，令和２年度末をもちまして終了しました。




